
 

 

 

令和８年度 

 

 

 

鹿児島市本庁舎 

電気需給仕様書 

 

本仕様書の内訳は、需要場所ごとに次のとおり 

・鹿児島市本庁舎（本館・別館・東別館）電気需給仕様書 

・鹿児島市本庁舎（みなと大通り別館）電気需給仕様書 

・鹿児島市本庁舎（西別館）電気需給仕様書 

 

 

鹿児島市本庁舎の電気需給については、契約書に定めるもののほか、この仕様書の定めると

ころによる。 



鹿児島市本庁舎（本館・別館・東別館）電気需給仕様書 

 

１ 概要 

(1) 需要場所 

鹿児島市山下町１１番１号ほか  鹿児島市本庁舎（本館・別館・東別館） 

(2) 業種及び用途 

官公庁（事務所） 

 

２ 仕様 

(1) 供給電気方式等 

  ア 供給電気方式        交流３相３線式 

  イ 供給電圧（標準電圧）    ６，０００Ｖ 

  ウ 計量電圧（標準電圧）    ６，０００Ｖ 

  エ 標準周波数         ６０Ｈｚ 

  オ 受電方式          １回線受電 

  カ 非常用自家用発電設備    あり（系統連系なし） 

キ 太陽光発電設備       あり（系統連系あり） 

ク コージェネレーション設備  あり（系統連系あり） 

  ケ 蓄熱式負荷設備の有無    あり（蓄熱槽（氷蓄熱、夜間電力使用）） 

  コ 電力構成（メニュー） 

     以下のＡもしくはＢの電力のいずれかとする。 

    Ａ トラッキング付非化石証書を付けたＦＩＴ電力 

    Ｂ 再生可能エネルギー由来で環境価値を証明できる非ＦＩＴ電力 

(2) 予定契約電力、予定使用電力量等 

  ア 予定契約電力        １，２００ｋＷ 

（契約上使用できる最大電力をいい、３０分最大需要電力計により計測される数値の

需要電力を原則とし、これを越えないものとする。） 

イ 予定使用電力量       ２，２８６，７００ｋＷｈ 

     （令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの使用電力量の見込み。増減有り。） 

  ウ 力率            １００％（平均） 

    （月別の力率は、実測値によるものとする。） 

(3) 契約供給期間 

   令和８年４月１日０時００分から令和９年３月３１日２４時００分まで 

 (4) 電力量等の計量 

  ア 自動検針装置   ：有 



  イ 電力会社の検針方法：自動検針 

  ウ 電力量計構成   ：電力需給用複合計器（精密級） 

(5) 契約期間の電力消費計画 

   別表１参照 

(6) 需給地点 

   需要場所の構内引込口に鹿児島市が施設する受電用負荷開閉器の電源側接続点 

(7) 計量地点 

   鹿児島市本庁舎東別館電気室 

(8) 電気工作物の財産分界点 

   需給地点に同じ。 

(9) 保安上の責任分界点 

   需給地点に同じ。 

 

３ その他 

 (1) 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供

給条件については、電気事業法等の一部を改正する法律（平成２６年法律第７２号）によ

る改正前の電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第３条第１項の規定に基づき九州管

内で一般電気事業者としての許可を得ていた者（以下「旧電気事業法に基づく九州管内の

一般電気事業者」という。）が、高圧又は特別高圧で電気の供給を受ける一般の需要に対

して定める標準供給条件並びに選択供給条件による。なお、入札金額の算定にあたっては、

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金及び

電気・ガス料金負担軽減支援は考慮しない。 

 (2) 月ごとの使用電力量、契約電力、最大需要電力、力率、電力料金、「２ 仕様 (1) コ 電

力構成（メニュー）」の内容が確認できるもの及び、非化石証書等の環境価値を証明する

ものを提出すること。なお、この証明には需要場所（鹿児島市本庁舎）が掲載されるよう

に手配すること。 

 (3) この仕様書に定めのない事項については、協議の上、対応すること。 

 



鹿児島市本庁舎（みなと大通り別館）電気需給仕様書 

 

１ 概要 

(1) 需要場所 

鹿児島市易居町１番２号  鹿児島市本庁舎（みなと大通り別館） 

(2) 業種及び用途 

      官公庁（事務所） 

 

２ 仕様 

(1) 供給電気方式等 

  ア 供給電気方式        交流３相３線式 

  イ 供給電圧（標準電圧）    ６，０００Ｖ 

  ウ 計量電圧（標準電圧）    ６，０００Ｖ 

  エ 標準周波数         ６０Ｈｚ 

  オ 受電方式          １回線受電 

  カ 非常用自家用発電設備    あり（系統連系なし） 

  キ 太陽光発電設備       あり（系統連系あり） 

  ク 電力構成（メニュー） 

     以下のＡもしくはＢの電力のいずれかとする。 

    Ａ トラッキング付非化石証書を付けたＦＩＴ電力 

    Ｂ 再生可能エネルギー由来で環境価値を証明できる非ＦＩＴ電力 

(2) 予定契約電力、予定使用電力量等 

  ア 予定契約電力        ２２４ｋＷ 

（各月の契約電力は、供給開始後その 1 月の最大需要電力と前１１月の最大需要電力

のいずれか大きい値とする。） 

イ 予定使用電力量       ４０２，０００ｋＷｈ 

    （令和７年４月１日から令和８年３月３１日までの使用電力量の見込み。増減有り。） 

  ウ 力率            １００％（平均） 

    （月別の力率は、実測値によるものとする。） 

(3) 契約供給期間 

   令和８年４月１日０時００分から令和９年３月３１日２４時００分まで 

(4) 電力量等の計量 

  ア 自動検針装置   ：有 

  イ 電力会社の検針方法：自動検針 

  ウ 電力量計構成   ：電力需給用複合計器（精密級） 



(5) 契約期間の電力消費計画 

   別表２参照 

(6) 需給地点 

   需要場所の構内引込口に鹿児島市が施設する受電用負荷開閉器の電源側接続点 

(7) 計量地点 

   鹿児島市本庁舎みなと大通り別館電気室 

(8) 電気工作物の財産分界点 

   需給地点に同じ。 

(9) 保安上の責任分界点 

   需給地点に同じ。 

 

３ その他 

(1) 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給

条件については、電気事業法等の一部を改正する法律（平成２６年法律第７２号）による

改正前の電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第３条第１項の規定に基づき九州管内

で一般電気事業者としての許可を得ていた者（以下「旧電気事業法に基づく九州管内の一

般電気事業者」という。）が、高圧又は特別高圧で電気の供給を受ける一般の需要に対し

て定める標準供給条件並びに選択供給条件による。なお、入札金額の算定にあたっては、

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金及び

電気・ガス料金負担軽減支援は考慮しない。 

 (2) 月ごとの使用電力量、契約電力、最大需要電力、力率、電力料金、「２ 仕様 (1) ク 電

力構成（メニュー）」の内容が確認できるもの及び、非化石証書等の環境価値を証明する

ものを提出すること。なお、この証明には需要場所（鹿児島市本庁舎）が掲載されるよう

に手配すること。 

 (3) この仕様書に定めのない事項については、協議の上、対応すること。 

 



鹿児島市本庁舎（西別館）電気需給仕様書 

 

１ 概要 

(1) 需要場所 

鹿児島市山下町１３番１号  鹿児島市本庁舎（西別館） 

(2) 業種及び用途 

官公庁（事務所） 

 

２ 仕様 

(1) 供給電気方式等 

  ア 供給電気方式        交流３相３線式 

  イ 供給電圧（標準電圧）    ６，０００Ｖ 

  ウ 計量電圧（標準電圧）    ６，０００Ｖ 

  エ 標準周波数         ６０Ｈｚ 

  オ 受電方式          １回線受電 

  カ 非常用自家用発電設備    あり（系統連系なし） 

キ コージェネレーション設備  あり（系統連系あり） 

ク 電力構成（メニュー） 

     以下のＡもしくはＢの電力のいずれかとする。 

    Ａ トラッキング付非化石証書を付けたＦＩＴ電力 

    Ｂ 再生可能エネルギー由来で環境価値を証明できる非ＦＩＴ電力 

 (2) 予定契約電力、予定使用電力量等 

  ア 予定契約電力        ２０２ｋＷ 

（各月の契約電力は、供給開始後その 1 月の最大需要電力と前１１月の最大需要電力

のいずれか大きい値とする。） 

イ 予定使用電力量       ４０６，７００ｋＷｈ 

    （令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの使用電力量の見込み。増減有り。） 

  ウ 力率            １００％（平均） 

    （月別の力率は、実測値によるものとする。） 

(3) 契約供給期間 

   令和８年４月１日０時００分から令和９年３月３１日２４時００分まで 

 (4) 電力量等の計量 

  ア 自動検針装置   ：有 

  イ 電力会社の検針方法：自動検針 

  ウ 電力量計構成   ：電力需給用複合計器（精密級） 



(5) 契約期間の電力消費計画 

   別表３参照 

(6) 需給地点 

   需要場所の構内引込口に鹿児島市が施設する受電用負荷開閉器の電源側接続点 

(7) 計量地点 

   鹿児島市本庁舎西別館電気室 

(8) 電気工作物の財産分界点 

   需給地点に同じ。 

(9) 保安上の責任分界点 

   需給地点に同じ。 

 

３ その他 

 (1) 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供

給条件については、電気事業法等の一部を改正する法律（平成２６年法律第７２号）によ

る改正前の電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第３条第１項の規定に基づき九州管

内で一般電気事業者としての許可を得ていた者（以下「旧電気事業法に基づく九州管内の

一般電気事業者」という。）が、高圧又は特別高圧で電気の供給を受ける一般の需要に対

して定める標準供給条件並びに選択供給条件による。なお、入札金額の算定にあたっては、

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金及び

電気・ガス料金負担軽減支援は考慮しない。 

 (2) 月ごとの使用電力量、契約電力、最大需要電力、力率、電力料金、「２ 仕様 (1) ク 電

力構成（メニュー）」の内容が確認できるもの及び、非化石証書等の環境価値を証明する

ものを提出すること。なお、この証明には需要場所（鹿児島市本庁舎）が掲載されるよう

に手配すること。 

 (3) この仕様書に定めのない事項については、協議の上、対応すること。 

 



（別表１） 

令和８年度 鹿児島市本庁舎（本館・別館・東別館）電力消費計画 

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月  

予定使用

電力量 

［ｋＷｈ］ 

150,800 157,600 189,800 273,000 270,300 242,000 
 

月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 

予定使用

電力量 

［ｋＷｈ］ 

211,700 146,700 159,200 167,900 158,900 158,800 2,286,700 

 

 

（別表２） 

令和８年度 鹿児島市本庁舎（みなと大通り別館）電力消費計画 

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月  

予定使用

電力量 

［ｋＷｈ］ 

24,200 24,300 30,200 50,800 47,900 41,100 
 

月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 

予定使用

電力量 

［ｋＷｈ］ 

33,300 24,000 30,100 34,700 34,200 27,200 402,000 

 

 

（別表３） 

令和８年度 鹿児島市本庁舎（西別館）電力消費計画 

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月  

予定使用

電力量 

［ｋＷｈ］ 

24,200 24,300 36,200 45,600 45,100 45,200 
 

月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 

予定使用

電力量 

［ｋＷｈ］ 

35,300 30,700 30,300 28,300 29,800 31,700 406,700 

 


